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健康保険組合名称変更のお知らせ 

 

 

平素は当健康保険組合の事業運営につきまして、格別なご支援とご協力を賜

わり厚くお礼申し上げます。 

 当健康保険組合の名称変更については、平成２８年２月１７日開催の第１１

２回組合会において決定し、監督官庁である関東信越厚生局に組合名変更（組

合規約変更）の申請を行っておりました。その後、申請通り平成２８年６月２

３日付で認可が下りました。以上の様な経緯のもと、申請通り１０月１日付け

の名称変更が認可されました。 

本年１０月１日より新たに【東京ドーム健康保険組合】に名称を変更するこ

とをお知らせいたします。 

当健康保険組合は、株式会社後楽園スタヂアムを母体として昭和３８年１２

月１日に設立して以来、加入事業所は当初の２事業所から、事業拡大に伴い現

在では１４事業所となりました。今回の名称変更は、当健保組合加入の被保険

者の約９２％が、社名または事業所名に「東京ドーム」を含んでいるため、健

保名称をより実情に合わせることを目的としたものです。 

今後も皆様にご協力を仰ぎつつ、本年９月末に期限切れとなる健康保険証の

新規発行を初めとして、保険業務と保健事業を継続して参りますので、変わら

ぬご理解・ご支援をお願い申し上げます。 

尚、今回の組合名の変更に伴う健康保険上のサービスで、従来から変更にな

る点はありませんことを申し添えます。 

 

（後楽園健康保険組合ホームページは名称変更に伴いリニューアル予定です。） 
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